
 

 
令和６年度 国土地理院総合評価委員会 議事概要 

 

開催日時 令和 7 年 2 月 28 日（金） 14:00～16:13 

場  所 国土地理院関東地方測量部 会議室 

委  員 

   
委員長 佐田 達典 日本大学 理工学部 教授 

委員長代理 堤  盛人 筑波大学 
システム情報系 教授 

委員長代理 布施 孝志 東京大学大学院 
工学系研究科 教授 

（以下五十音順） 

委   員 國井 洋一 東京農業大学 
地域環境科学部 教授 

委   員 高田 洋平 高田法律事務所 弁護士 

委   員 遠山  聡 専修大学 法学部 教授 

議事次第 
 令和６年度 測量業務の総合評価落札方式等による実施状況 
 令和７年度 測量業務の入札・契約手続の実施方針（案） 

委員からの意見・質

問、それらに対する

回答等 

意見・質問 回答 

別紙のとおり 別紙のとおり 

 
  



 

別紙 
意見・質問 回答 
令和６年度 測量業務の総合評価落札方式等による実施状況 
 試行業務（技術者育成及び業務チャレンジ型）

を適用して、発注者側として実際どうであっ

たか、という中身の分析があれば伺いたい。 

 試行業務（技術者育成及び業務チャレンジ

型）を適用した案件について、過去数年度

間の成績評定結果を確認したところ、概ね

良好な結果であった。成績評定は業務実施

能力に加え、説明調整能力や取組姿勢など

についても評価しており、良好な結果が得

られたことで、若手技術者や過去に実績が

ない技術者による業務実施への懸念が薄ま

ると考えている。 
 

 技術者育成の試行については、受注者側の意

見も聞きながら、広報を行うとともに取組を

広げていくことが重要である。 
 

 御指摘について承知した。機会を見つけて

受注者側の意見を捉えていきたい。併せ

て、取組の広報を行っていきたい。 

 業務種別「写真測量」の発注件数のうち、5 分

の 1 程度が航空レーザ測量業務で、契約金額

では 2 分の 1 程度となっている。航空レーザ

測量は、空中写真撮影等と比べて大分費用が

かかることが見てとれる。このような違いが

ある中で、航空レーザ測量を「写真測量」と一

体化して扱うことが相応しいかについて、今

後検討が必要ではないか。 
 

 業務種別については、入札契約の参加資

格等の手続の中で設定しており、変えて

いくことは難しい。一方で、このような

委員会の場では、中身をより詳しく分析

できるよう、いただいた御意見を今後の

資料作成に活かしていきたい。 

 賃上げ加点は技術点の 5%を占めるが、落札

結果への影響が思いのほか大きいことが資料

から見て取れる。賃上げ加点については令和

7 年も継続実施とのことだが、影響の程度に

ついて特段問題ないという認識でよいか。ま

た、ほかの公共事業等と比べて影響度はどう

であるか、分かれば教えてほしい。 
 賃上げ加点自体に問題があると思っているわ

けではなく、資料の数字を見て賃上げ加点の

影響について誤解される可能性を危惧してい

る。 

 ほかの公共事業等での結果は把握してい

ないため比較は難しい。「技術点の 5%」

の設定が適切かどうかについても答えは

持ち合わせていないが、賃上げ以外の評

価項目では、技術力に応じて適切に差が

付くよう評価基準を定めている。 
 令和 7 年度の設計業務委託等技術者単価

が公表されたが、10 年以上右肩上がりと

なっている。技術者単価は給与実態調査

の結果を反映して改定されており、実際

に業界全体では賃金も上昇傾向であると

考えられる。御指摘を踏まえ、資料の表



 

記については誤解されないよう整理して

いきたい。 
 

 賃上げ加点の影響について、応札者、参加表

明者にこのような実態を把握してもらった上

で応札、参加表明してもらうことが重要であ

る。 
 

 御指摘を踏まえ、今後の対応を検討した

い。 
 

 従来から技術者育成が課題となっている。技

術者育成の試行について、適切に広報してい

くとともに、試行内容が入札者に与えている

影響を、アンケートを実施するなどにより把

握していくことが重要である。試行の効果を

どのように評価しているのか。 
 

 技術者育成の試行業務の具体の効果は把

握していない。御指摘を踏まえ、適切な

広報とともにアンケート等を実施するこ

とにより効果の把握を行っていきたい。 
 

 賃上げ加点の影響について、事業に占める公

共事業比率が高い企業は、加点 3 点の持つ重

みと賃上げとのバランスについてかなり検

討・分析していると思われる。測量業界は公

共事業比率が高い企業が多いと思われるた

め、賃上げ加点の影響をかなり意識した上で

対応しているのではないかと感じている。 
 

 近年、評価結果の開示請求をする企業が

増えており、これらの企業では、コスト

や利益率との兼ね合いなどを検討・分析

した上で入札を行っていると思われる。

実際には、各企業の視点で賃上げ加点の

効果について御検討いただくことになる

と考えている。 
 

 （測量業務における総合評価落札方式は価格

のみで落札決定するのではなく）技術力が高

い企業に受注を促す仕組みであるが、技術点

と成績評定点の相関について明確にはデータ

に表れていない。技術点には、業務に必要な

技能や経験、知識を持っているかをスクリー

ニングする意味合いがあるが、成績評定点は、

成果品の良否だけではなく業務実施内容を総

合的に評価するとのことであり、技術点と単

純に比較できない部分もあると思われる。 
 

 入札者の提示する技術等によって、調達

価格の差異に比して、品質向上が期待で

きる業務については総合評価落札方式に

よることが重要と考えている。 
 技術点と成績評定点の相関関係について

は、それぞれの評価基準を踏まえた整理

を行っていきたい。 
 

 
  



 

意見・質問 回答 
令和７年度 測量業務の入札・契約手続の実施方針（案） 
 新たな取組であるワーク・ライフ・バランス

等推進企業の評価について、実施方針案では

加点が 0.5 点となっている。国土地理院は、

前倒し発注やワーク・ライフ・バランスの推

進について先進的に取り組んできたことを踏

まえると、1 点の加点としても良いのではな

いか。 
 

 御意見等を踏まえ、加点の点数を含む具体

の適用方法について検討する。 

 業務種別「地理調査」について、参加者が少な

い状況が続いている中、国が実施する根拠（防

災、国土保全等）を整理するとともに、業務を

実施する業者がいる、という体制を確保する

ことも大事ではないか。 

 技術を一度途絶えさせると復活させるの

は大変難しいと考える。地理調査の技術は

災害の発生前に予見して被害を最小化す

るための対策を講じておく「事前防災」に

不可欠なものであるため、国土地理院とし

てもしっかりと取組んでいきたい。 
 

 業務種別「地理調査」を受注・実施している技

術者の年代や、若手育成の状況・体制などの

現状を調査し、業務の持続可能性を把握して

おいたほうがよいのではないか。 
 「地理調査」業務の必要性の説明に加え、新

規業者が参入することにより技術にも（新し

い要素が）波及し、さらに経済的にもプラス

に働く、というようなことが見せられるとよ

いと思う。今後の資料準備、調査の課題とし

ていただきたい。 
 

 「地理調査」業務のうち、一定の経験値や

スキルが必要となる地形分類などの業務

では、年齢の高い技術者が業務実施の中心

となっていると推測している。機会を見つ

けて具体の状況を捉えていきたい。 
 若手の育成、次世代への継承ができるよう

意識していくとともに、企業の参入意欲の

向上に繋がるような取組みを進めていき

たい。 

 業務種別「地理調査」で参加者が少ない状況

が続いている中、ずっと同じような内容の業

務を発注し続けてきたのか。それとも、（参加

者数減少の対策として）業務自体の見直しを

してきたのか。 
 プロダクトを作れる人を育てるというのは１

つの方法だが、プロダクト自体を見直す時期

に来ているのではないか。技術も変わってき

ている中、旧来のやり方でないと作れないプ

ロダクトというのはそれ自体時代に合ってい

 詳細は把握していないが、若干内容を見直

した案件があると聞いている。 
 地形判読の手法は相当変わってきており、

以前は写真を実体視していたが、最近では

三次元データを見て判読している。業務の

中身は少しずつ変わってきており、新技術

により結果として同じプロダクトができ

るのであれば新技術を活用していくべき、

という御指摘については、既に進めている

ところだが、さらに見直せるところを見直



 

ない。いま一度国土地理院が提供するプロダ

クトを考え直す時期ではないか。 
 

していきたい。 

 


